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令和６年度 

学童保育所 神田わんぱくクラブ 

入所のしおり 
                          〒474-0003 

                          大府市神田町 6 丁目 195 番地 

                           神田わんぱくクラブ 

                           ☎0562-48-7324 

 

【入所説明会について】 

日時：令和５年 10 月９日（月・祝） ①10：00～11：00 ②14：00～15：00 

場所：神田わんぱくクラブにて 

・いずれかご都合の良い時間にお越しください。 

・車でお越しの際は、ふれあい会館に駐車してください。 

・ご都合の悪い方は個別で対応させていただきますので、ご相談ください。 

・当日入所申込みをされる方は印鑑をご持参ください。 

 

【施設見学について】 

・いつでも見学が可能です。留守の場合もありますので、事前に電話予約をお願いします。 

・ご希望の方は 10 月１3 日（金）就学時健診後に見学に来ていただくことも可能です。 

U.RIWA 
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１．神田わんぱくクラブがめざすもの 

子どもたちに生き生きとした放課後を ～働く親の願いから生まれた学童保育～ 

 ・学童保育は、子どもたちの主体性を大切にする、父母と支援員の共同保育です。 

  学校の延長や学習塾とは異なり、昼間子どもたちが過ごす生活の場です。 

 ・子どもたちは、ここで心と身体を休めたり、支援員とおやつを作って食べたりあそん 

だりして、スポーツや文化などの生活体験をします。また、異年齢の子どもたちの 

集団とあそびの中でお互いを理解し合い、助け合う心を養います。 

 

 ☆こんなクラブにします☆ 

 ・父母と支援員が協力しあって作り上げる共同の保育。 

 ・ひとりひとりが大切にされ、主人公になる。 

 ・あそび・生活を自分たちで創り出していける。 

 ・互いに教え合い、助け合うことを大切にする。 

 ・みんなの力でやりとげる喜びを味わえる。 

 ・困った時、困ったと安心して言える。 

 ・地域の中にとけ込み、愛される。 

 

 ☆こんな子どもに育って欲しい☆ 

 ・自分と同じように相手のことを思いやり、大切にする子。 

 ・自分で考え、見通しを持って行動できる子。 

 ・物を大切にし、後片付けができる子。 

 ・やり始めたら最後までやりとげる子。 

 ・自然を大切にし、平和を愛する子。 

 

 ☆保育目標☆ 

 ・生活づくり  ・自分のことは自分でやる。 

         ・生活習慣を身につける。 

         ・リラックスして過ごす。 

 

 ・集団づくり  ・他人と関わることで他人に関心を持ち、 

          自分と他人のつながりの大切さを理解する。 

          （高学年会がその中心となる。） 

 

 ・あそび    ・体をつかう。 

         ・ルールやマナーを身につける。 

         ・あそぶ時間を保証する。 

 

 ・手仕事    ・生活の中で意図的に取り組んでいく。 

         ・道具の名前と使い方を知り、正しく使いこなす。 

 

 ・文化・表現  ・日記を書いて、自分の気持ちを表現できるようにする。 

         ・読み聞かせを行い、想像力や共感力を育む。 
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２．神田わんぱくクラブでの生活について 

 ①保育時間 

   平日        下校時刻～１９：００ 

   土曜日       ８：００～１６：００（早朝・延長なし）   

 長期休み・代休日  ８：００～１９：００ 

 ※早朝・延長保育等は保護者の就労に合わせて父母会で確認しています。 

  早朝 7:30～、延長 19:30まで。 

 ※新 1年生は、4月１日から登所できます。 

 

 ②活動内容 

☆学校のある日の流れ 下校→おやつ・あそび→宿題・日記→あそび（お迎えを待つ） 

 ※特別な持ち物は特に必要ありません。 

 

☆夏休みなど１日保育の日の流れ 

  8:00 開 所 

      ・1～3年生は保護者の送迎が必要です。 

  ↓   ・4～6年生は安全に通えるかご家庭で相談した上で、 

児童のみでの自転車又は徒歩での登所が可能です。 

  9:00 勉 強 

  ↓   ・1年生はなぞり書きやお絵かきなど。 

各家庭で必ず持たせてください。 

 10:00 朝の会（1日の予定の確認や話し合い） 

  ↓  食事作りや取り組み、あそびなど。 

 12:00 昼 食（みんなで作った食事やお弁当） 

  ↓  身体を休める。（静かに読書など、夏休みは昼寝をする日もあります） 

 14:00 午後の活動 

    ↓  おやつ作りや取り組み、あそびなど。 

 15:30 おやつ（子どもたちで作る日もあります） 

  ↓  あそび 

   17:15 日記や宿題 

  ↓  自由時間（お迎えを待つ） 

 19:00 閉 所 

 ※持ち物 ①勉強道具 ②水筒 ③帽子 ④着替え ⑤弁当（必要な日） など 

 

☆取り組みの一例☆  春休み：食事作り・卒所旅行・ボウリング 

           夏休み：食事作り・水あそび・キャンプ・お出かけ 

           冬休み：食事作り・クリスマス会・大掃除 

           年間を通して：誕生会・季節を楽しむ行事・地域との交流 

 

 

 

 ③出欠連絡、利用確認について 

 ・欠席の連絡は電話でお願いしています。 

 ・長期休みは、事前に出欠表の提出をお願いしています。 

 ・土曜保育は、毎月２回程度実施しており、前月１０日までに利用希望の確認をしています。 

Y.UI 
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 ④昼食について 

 ・始業式以降 4月の給食が始まるまでの 1年生の昼食は、支援員が用意します。 

 ・例年、夏休みなどの長期休みは、週 2日ほどお弁当です。 

 ・長期休みなどの昼食代は実費となり、通常は 1食 300円です。 

※事前に食材を用意しますので、当日や前開所日のキャンセルの場合は実費いただき 

 ます。ご了承ください。 

 

 ⑤支援員の体制について 

 ・保育にあたる職員は、国が定める資格を持つ放課後児童支援員と補助員が常に 2名 

以上になるように体制を組んで保育にあたっています。 

 

 

３．申込み手続き、提出物について 

 ①申込み手続きについて 

 ・『入所申込書』を期間内にわんぱくクラブに直接ご提出ください。 

    提出期間：10/9（月・祝）～ 10/20（金） 

    ※入所希望者が募集人数を超えた場合は抽選となります。 

      抽選日：10/22（日）10:00～ わんぱくクラブにて 

      ＊出席できない場合は祖父母など代理の方の出席をお願いします。 

      ＊どなたも来られない事情がある場合は事前にご相談ください。 

       ご了承いただいた上でわんぱくクラブの者が代理として対応いたします。 

    ※募集人数に満たない場合は、申込締切後も申込みを受付けます。 

 

 ②提出物について 

 

 ・翌年継続して在所の場合、改めて書類を提出する必要はありません。 

 ・途中入所は空きがあればいつからでも可能ですが、夏休みなどの長期休業中のみの 

入所はできません。（一時預かりの保育ではなく、家庭環境での生活を意識した仲間 

づくりを大切にしています。） 

 ・募集人数を超えて入所ができない場合は、待機入所の手続きが可能です。 

 

 

 

 

 提出物 提出期限 備考 

1 入所申込書 10/9(月・祝)～10/20(金) 途中入所は要相談 

2 環境調査票 12月末まで 

就労状況や緊急連絡先の確認とアレ

ルギーなど個々の子どもに配慮が必

要な情報を事前に把握するため 

3 保険者証の写し  

 

2月末まで 

緊急で医療機関にかかる場合に必要 

提出後変更があればその都度提出 4 
子ども医療費受給

者証の写し 

5 入所金 10,000円 備品購入など入所準備費に充てる 

6 
損額賠償保険料 

（任意） 

詳細別紙① 

現在年間 800円の保険に加入 
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４．費用について 

  別紙②をご覧ください。 

５．定員について 

 ・国の基準により、当クラブは最大 40名が定員となります。 

 ・募集人数は、安心・安全な保育、支援員の体制確保を考慮して決めています。 

 

６．父母会について 

 ・当クラブは、放課後児童健全育成事業の補助を受け、子どもたちの父母で運営してい 

  ます。 

 ・父母会では、子どもたちの様子の報告や父母同士の子育ての交流、運営について話し 

  合っています。 

 ・父母会は月 1回程度開催しています。開催日程はその年の世帯の状況に合わせて、 

  できるだけ集まりやすい日に設定できるように確認・調整をしています。 

 ・父母は当クラブの利用者であり、事業主でもあります。そのため、当クラブの支援員 

の雇用や運営は父母が行っています。主に運営委員（会長・会計・労務・事務局・ 

サポート）を中心に、各父母が係の役割を担います。協議事項などの最終的な決定は 

父母会で承認しています。 

 

７．大府市学童保育連絡協議会（市連協）について 

 ・当クラブは、大府市学童保育連絡協議会（市連協）に加盟しています。 

 ・加盟団体は 2つあります（神田わんぱくクラブ、どろんこクラブ）。市連協の理事 

  （会長・会計・事務局）は２学童の父母から選出します。 

 ・市連協の活動に充てるための会費と保育誌代を各家庭の保育料から頂いています。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 ・活動内容については別紙③をご覧ください。 

 

８．その他 

 ・基本的には習い事の場所までは父母の送迎でお願いします。 
 ・公文と神田っ子プラザでの習い事は、わんぱくから送り出しをします。 
 ・新一年生で公文へ行く場合の「誰と一緒に行くか、何時に出るか」などは、事前に父母同士で

その旨を相談してください。 
 ・申し出のない場合、利用は６年生の３月 31日まで継続します。休所や退所をする場合は、

前月の 15日までに会長に申し出をお願いしています。 
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９．神田わんぱくクラブ父母会 組織機構 

※係はその年の取り組みによる 

 

 

 

 

 

 

父母会   運営委員会   会長 
    

       
      会計 
      
       
      労務 
      
       

      事務局 
     

       
      サポート 
      
      
   市連協 
   
    
   情報システム係   
     
      
   保育係 
   
    
   入所説明会係 
   
    
   キャンプ/新年会(忘年会)係 
   
    
   公民館まつり/チョコ係 
   
   

 

 
   交流会/卒所式係 
   
    
   環境整備係 
   
    
    
    
   支援員 
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